
２　法人県民税

②

分割 本 県 本 店 分 0 0 0 0

法人 他 県 本 店 分 0 1 0 0

29 5 18 23

小 計 29 6 18 23

0 1 0 1

0 0 0 0

-              -              -             -             

0 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

30 7 18 24

均

納税

資

⑦ ⑨ ⑧+⑨

分割 本 県 本 店 分 3,243 0 352,899 2,810 355,709 696 10 15

法人 他 県 本 店 分 9,456 0 925,765 6,216 931,981 2,434 409 206

42,745 0 462,046 5,440 467,486 15,689 3 9

小 計 55,444 0 1,740,710 14,466 1,755,176 18,819 422 230

0 -              17,817 338 18,155 645 12 5

0 -              3,857 13 3,870 1,974 0 0

-             -              -                  -              -               22 3 2

0 -              99 1 100 123 0 0

215 -              102 6 108 363 0 0

0 0 0 0 0 -            -             -             

0 0 0 0 0 -            -             -             

55,659 0 1,762,585 14,824 1,777,409 21,946 437 237

（注） １　この欄は、当該年度の法人税割額または均等割として調定されたものについて作成した。
２　確定法人税割額欄には、現事業年度分（令和６年２月１日から令和７年１月３１日までの間に終了する事業年度分をいう。以下同じ）に係る
　　事業年度数および確定申告税額（修正申告、更正・決定並びに確定申告および決定のない中間申告額（既還付請求利子割額が過大で
　　ある場合の納付額を除く。）を含む。）を記載した。
３　事業年度数は１年、６月等の事業年度区別にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上した。
　　なお、確定法人税割額の事業年度数において、確定申告、修正申告、更正または決定の処理がなされたものについては、最終の段階で
　　１件とした。
４　均等割の納税義務者数は、当該年度中に現事業年度分について確定申告した者および決定した者の合計により記載し、同一法人で２以上
　　の事業年度については、一納税義務者とした。　
５　「公益法人等」とは、法人税法別表第１および別表第２に掲げる法人をいう。
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③ ④ ⑤ ⑥

103,671 245 129,172 2 2,144 0

232,878 1,154 352,206 33 16,624 0

169,946 2,533 151,913 5 7,380 0

506,495 3,932 633,291 40 26,148 0

0 0 0 1 98 0

2 0 0 0 0 0

-                 -                         -                     -                     -                    -                     

0 0 0 0 0 0

215 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

506,712 3,932 633,291 41 26,246 0

　等 割

義務者数

本金等の額

⑪ ⑩+⑪ ⑫

70 284 317 48,311 404,020 -                     -                    -                     

434 795 590 569,630 1,501,611 -                     -                    -                     

136 2,107 13,434 398,644 866,130 -                     -                    -                     

640 3,186 14,341 1,016,585 2,771,761 0 2,640 0

33 106 489 31,903 50,058 -                     -                    -                     

0 0 1,974 10,368 14,238 -                     -                    -                     

0 8 9 4,000 4,000 -                     -                    -                     

0 0 123 1,720 1,820 -                     -                    -                     

0 30 333 7,948 8,056 -                     -                    -                     

-            -          -                 -                         0 -                     -                    -                     

-            -          -                 -                         0 -                     -                    -                     

673 3,330 17,269 1,072,524 2,849,933 0 2,787 0

左記以外
1,000万円超

1億円以下

調定額

3,885

事業
年度数

確定法人税割額に
対応する前年度分
の中間申告額

税額

確定申告が
翌年度になる
中間申告額

当該年度に
発生した
歳出還付額

1

-                          

0

１億円超
10億円以下

5

0

0

1,082

2,559

3,879

0

既還付請求
利子割額が
過大である
場合の
納付額税額 事業

年度数

確定申告期限が
翌年度となる
見込納付額

事業
年度数

（単位：千円、法人）

うち当該年度に
均等割に充当し
た利子割額

⑫のうち
利子割

にかかる額
合計

税額

238

50


